
ちちぶ空き家バンク 物件登録申込みのご案内 

 

◆登録手続きの流れ 

 

◆登録申込方法 

 

下記①～⑦を「秩父市移住相談センター」へ直接または郵送にてご提出ください。 

 

① ちちぶ空き家バンク登録申込書（様式第 1号） 

② ちちぶ空き家バンク登録カード（様式第 2号） 

③ 登記事項証明書（全部事項証明書）の写し【土地・建物いずれも】（直近 3か月以内に 

交付されたもの）※1 

④ 公図の写し【土地の場合】（直近 3か月以内に交付されたもの）※1 

⑤ 図面の写し【建物の場合】※2 

⑥ 本人確認書類（自動車運転免許証等）の写し 

⑦ 固定資産税納税通知書の写し ※2 

 

※1 ③、④については、「さいたま地方法務局 秩父支局」（裏面参照）で交付を受けられます。 

　　※2 ⑤、⑦については、お手元にある場合のみご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 登録申込み 　市へ登録申込書および添付書類を提出いただきます（下記参照）。

 
↓ 　

 業者決定・物件確認 　担当の不動産業者を決定後、所有者・業者・市の 3者の立ち会いによ

り現地にて物件の確認を行います。  
↓

 登録準備 　業者による登録準備を行います。必要に応じ、業者と所有者との間で 

直接やりとりをしていただきます。  
↓

 登録完了 　登録完了後、空き家バンクのホームページに物件情報が掲載されます。 

また、市から所有者へ登録完了通知をお送りします。 

登録期間は 2年間で、更新も可能です。
 

↓

 成約・登録抹消 　利用希望者との間で条件が一致した場合、業者の仲介により契約を 

していただきます。その際、業者による仲介手数料がかかります。 

また、市から所有者へ登録取消通知をお送りします。
 

お問い合わせ 

　　秩父市役所 市長室 総合政策課 移住相談センター 

　　　〒368-0041　埼玉県秩父市番場町 9番 5号 
　　　TEL/FAX：0494-26-7946　　E-mail：seisaku@city.chichibu.lg.jp



【さいたま法務局 秩父支局】 

 

〒368-0025　埼玉県秩父市桜木町 12番 28 号 

TEL：0494-22-0827 

         0494-22-1066（不動産、商業・法人登記事項証明書等【専用】） 

 

 

 


